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平成１７年度業務実績評価調書：独立行政法人航空大学校 
 
 

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 
 

項      目 
中期計画 平成１７年度計画 

評 定
結 果

評 定 理 由 意    見 

 
１．業務運営の効率化に関する目標を
達成するためとるべき措置 

    

（１）組織運営の効率化 
    ・教官制度の体系化 
  ・教官の組織全般における管

理・監督体制の強化 

（１）組織運営の効率化 
  ・首席・次席制度を活用し、管

理、監督体制の強化 
 

 
３ 

 
  平成13年度から導入した首席・次席
教官制度を活用し、オブザーブ飛行に
よる操縦教育の標準化の促進、定期技
能審査の実施、教育結果の検証・分析
と改善策の策定などを首席・次席教官
が実施することによって、教官組織の
管理・監督体制の強化を図っている。
 また、首席・次席教官を中心に、教
育体制の問題点等を検討し、第２期中
期目標期間における組織運営の効率化
等に向けた取り組みを実施している。
  

 

 
（２）人材の活用 
   ① 管理部門職員の国土交通

省との人事交流による組織
の活性化 

 
② 実科教官の組織の活性化
のため国土交通省との人事
交流を推進 

 
  ③ 学科教官の他大学、独立

行政法人の研究機関との人
事交流の努力促進 

 
 
① 管理部門職員の国土交通
省との人事交流(１割～２割)

 
 
② 実科教官の国土交通省と
の人事交流(２名程度) 

 
 
③ 国立大学との間における
人事交流制度の調査及び独
法機関間との人事交流のあ
り方を検討 

 
 
３ 

 
 
 管理部門職員については、国土交通
省との間で６２名中２１名（３割強）
の人事交流を実施し、実科教官あって
は２名の人事交流を実施している。 
また、学科教官については、地元大
学との間で人事交流の可能性ついて意
見交換を実施しつつ、人事交流の一環
として非常勤講師の派遣（１名）及び
受入（２名）の交流を行っており、組
織の活性化に向けた取り組みがなされ
ている。 
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項      目 
中期計画 平成１７年度計画 

評 定
結 果

評 定 理 由 意    見 

 
（３）業務運営の効率化 
  ① 教育・訓練業務の効率化 
    イ 学科教育 
     ・宮崎学科課程の教育時間

を現行の1,155時間から
735時間（△420時間）
に短縮 

   ・事業用課程は現行の510
時間から380時間（△
130時間）に短縮 
・多発・計器課程は現行の
300時間から205時間 
 （△95時間）に短縮 

     ・宮崎学科課程の養成期間
を８ヶ月から６ヶ月に短
縮 

 
    ロ 実科教育 
    地上演習装置の一層の活

用により実機による操縦演
習を短縮 

   ・事業用課程では現行の
160時間から155時間
（△5時間）に短縮 

   ・多発・計器課程において
は現行の75時間から65
時間（△10時間）に短縮 

     ・多発・計器課程の養成期
間を８ヶ月から６ヶ月に
短縮 

 
 
  ① 教育・訓練業務の効率化 
  ・新制度の教育・訓練の実績

を基に、シラバスの見直し
等を行い、効率的な教育を
実施し、次期中期における
教育体制再編に向け改革
案を検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ・教育・訓練業務のＩＴ化 
    教育管理システムを活

用し、体系的な教育データ
の蓄積・管理・分析を行う
ことにより、効果的な教育
を実施 

 
 
３ 

 
 
 教育・訓練業務の効率化については、
以下の取り組みが積極的に推進されて
おり評価できる。 
 
・第１期中期の教育実績等を踏ま
え、第２期中期目標期間において
更に効率的かつ効果的な教育・訓
練を推進することとして、学科教
育科目と教育時間の再編、実技教
育の充実及び追加教育の拡充等を
行うための教育・訓練シラバス案
を策定するなど教育・訓練業務の
効率化に向けて積極的に取り組ん
でいる。 

 
・教育管理システム（ＥＭＳ）に
より、各学生の教育状況及び教育
進度等を一元的に管理・分析する
ことで、よりきめ細かい教育及び
指導が行われるなど、効果的な教
育・訓練が実施されている。 

 
 
 授業時間を少なくする中で、学生
の教育進度に合わせた追加教育を行
うなど、効率的な授業の提供を推進
している。 
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項      目 
中期計画 平成１７年度計画 

評 定
結 果

評 定 理 由 意    見 

 
  ② 訓練機材の利用率の向上 
   イ オーバーホール相当の重

整備（Ｐ整備） 
   ・１機当たりの作業日数を

段階的に10日削減 
   ・最終的には１機当たりの

年間飛行時間を24時間
増加 

 
   ロ 定時整備（Ｂ整備及びＣ

整備） 
   ・整備作業を毎月の休業日

のうちの１日から順次２
日まで増やして実施 

   ・宮崎及び帯広では年間そ
れぞれ48日、仙台では
24日の平日の整備作業
日数を削減 

   ・最終的には１機当たりの
年間飛行時間を22時間
増加 

 
   ② 訓練機材の利用率の向上
   イ オーバーホール相当の

重整備の点検項目の見直
し及び削減 

 
 
 
 
   ロ 休業日の定時整備の実

施による平日の整備作業
日の削減 

 
 
 
 
   ハ 自主改善努力として平

成15年度より実施した整
備時間管理方式の導入に
よる整備作業日数の削減 

   
４ 
 

 
訓練機材の利用率を向上させる取り
組みにあたっては、安全性を阻害する
ことなく、整備作業日数の削減や休業
日の対応等により効率的に実施されて
いる。また、平成15年度から自主改善
努力として導入した新整備管理方式に
ついても継続した取り組みを行い、中
期計画の取り組みと併せて、1機当た
りの年間飛行可能時間を約10％
（64.6時間）向上させている。 
 

  
 中期計画の１機あたりの年間飛行
可能時間を４６時間増加させる計画
に対し、６４.６時間と大幅に向上さ
せている。 

  
  ③ 一般管理費の抑制 
      一般管理費（人件費、公

租公課等所要額計上を必要
とする経費を除く。）につ
いて、当該経費総額（初年
度の当該経費相当分に５を
乗じた額）を２％程度抑制 

  
  ③ 一般管理費の抑制 

・一般管理費（人件費、公
租公課等の所要額計上を
必要とする経費を除く。）
について、年度中に見込ま
れる経費の１％程度の節
約を図る。 

 
 
４ 

 
 
一般管理費の抑制については、職員
及び学生に対して、継続的に節電、節
水等の周知徹底を図った結果、年度計
画を上回る1.6%の節約を実現してい
る。 

  
 
 学校全体で目標達成に向けて、地
道な努力が払われ、計画を上回る節
約を行っている。 
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項      目 
中期計画 平成１７年度計画 

評 定
結 果

評 定 理 由 意    見 

 
２．国民に対して提供するサービスそ
の他の業務の質の向上に関する事
項を達成するためとるべき措置 

 
 

   

（１）教育の質の向上 
  ① 操縦教官の教育技法・指

導要領の標準化及び向上 
   ・教官の技能審査を毎年１

回実施 
   ・教育内容の向上を図るた

め在校生、卒業生及び航
空会社の訓練所教官から
の意見を毎年１回以上聴
取 

   ・教育オブザーブ飛行の実
施 

 

 
  ①・操縦教官の技能審査を各

人１回実施 
     ・各課程において在学生に

よる授業評価の実施 
  ・卒業生及び航空会社から

の意見聴取を各１回実
施 

   ・次期中期におけるシラバ
スの検討及び標準的な
テキストの整備の実施 

    ・航空大学校での教育期間
が３年に満たない者を
対象に教育オブザーブ
飛行を実施 

・首席・次席による各教官
の教育オブザーブを継
続実施し教育の標準化 

 
４ 

 
・首席教官、次席教官による定期技
能審査の対象となる全教官(3５
名)に実施し、加えて、５名の任用
審査も実施。 
・全在校生に、授業内容・指導方法
等に関わるアンケート調査を実施
し、併せて、学生代表と首席教官
とのミーティングを実施するな
ど、教育内容の改善に向けた取り
組みを推進。 
・卒業生や航空会社との意見交換を
実施し、これを教官のコーチング
講習会に取り入れ教育技法の向上
に努めた。また、訓練内容の高品
質化を図る観点からFTD教官
にも任用審査・定期技能審査を
実施。 
・第２期中期計画における学科シラ
バス再編案を策定し、これに対応
する標準的なテキストを整備する
こととして、テキスト検討委員会
において検討を重ね主要科目の素
案を策定。 

・教育手法等の平準化等を図るため、
全教官に首席及び次席教官による
オブザーブ飛行を実施 
・教育経験年数が3年に満たない全
教官(８名)に対して首席及び次席
教官による教育オブザーブ飛行を
実施。 
 
以上のように、教育の質の向上を図
るために数々の取り組みを積極的に実
施していることから高く評価できる。

 
 実技教育の質の向上、教育内容の
改善・標準化、教育技法の向上等に
向けて、様々な方向から取り組まれ
ている。 
また、第二期中期に向けた教育シ
ラバス案を策定するなど、教育全般
の改善に向けて精力的に取り組んで
いる。 
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項      目 

中期計画 平成１７年度計画 
評 定

結 果
評 定 理 由 意    見 

 

  ② 操縦技量進度の遅れた学

生に対する追加教育を実施 

     ・事業用課程10時間 

・多発・計器課程10時間 

 

 

 

  ② 操縦技量進度の遅れた

学生に対する追加教育を

実施 

     ・追加教育を効果的に活用
するため、追加教育の実

施時期及び時間等につ

いて更にきめ細かな調

整を行う。 

 

３ 

 
飛行訓練シラバスをブロック化して、

ブロック毎に到達目標を設定し、学生

の操縦技量進度の管理をきめ細かく

行うことで学生間の操縦技量のバラ

ツキを減少させ、技量の平準化を図っ

ている。また、第二期中期目標期間に

おける追加教育を効果的に推進する

ため、本制度の改善に向けて積極的に

取り組んでおり、高く評価できる。

 

 

 

   ③ コンピューター等を用い

た教育機材の充実及び教育

施設の整備を図るとともに

、学生寮の自主学習環境を

改善 

     また、飛行場内気象情報

提供装置の性能向上を図る

とともに気象情報入手の利

便性を向上 

 

  ③・視聴覚教材を拡充し、学

生の学生意欲と理解を

高める。 

    ・単発訓練機Ａ36コクピ

ットプロシジャートレ

ーナー（ＣＰＴ）を積極

的に活用し、一層、教育

の効率化を促進。 

      ・平成20年3月に導入の航

空英語能力証明制度に

対応するめ英語教育環

境の整備を図る。 

 

３ 

 

・従来の視聴覚機材に加えて、安全教

育ビデオ等の教材を拡充・整備し、学

生に、これら教材を用いた自学自習

を啓発したことにより、学習効率と

技能レベルの向上が図られている。 

・CPTによる自学自習が、飛行訓練に

おいて有効であることを学生に啓発

して利用を促したことで、実科教育

に大きな効果をもたらしている。 

  宮崎:16年度7.5時間／人 → 17年度9.0時間／人 

       帯広:16年度10.4時間／人 → 17年度9.5時間／人 

・平成20年3月から施行される航空英

語能力証明制度に向けて、第二期中

期目標期間における英語教育システ

ム案を作成し、また、これに対応し

た語学実習装置の導入計画を策定す

るなど、教育の質の向上に向けて先

見的な取り組みが実施されている。
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項      目 
中期計画 平成１７年度計画 

評 定

結 果
評 定 理 由 意    見 

 

④ 資質の高い学生の確保 

   イ 受験希望者の確保 

    ・入学受験資格の検討 

    ・国の身体検査基準の見

直しの出願に係る身体

要件への反映 

    ・一層の広報活動の実施 

   ロ 入学試験制度の検討 

    ・入学試験制度のあり方

検討委員会の設置 

・学力試験及び適性試験

についての追跡調査と

検討及び内外の情報を

収集し入学試験制度全

般について検討 

 

 ④ 資質の高い学生の確保 

イ 広報活動の開始時期を

早める他、ホームページを

活用する等、効果的な広報

手段についての構築を進

め、更なる充実を図る。 
 
ロ 平成17年度の一次試験
に、総合適性試験を導入

し、受験生の操縦士適正を

総合的に判断し、入学試験

の成績と入学後の成績の

相関関係についても継続

検証。 

   

４ 

 

  イ 効果的な広報活動を行ったこ

とにより、応募者数は632名と

中期目標値の570名を大きく

上回る受験者を確保したこと

で、受験倍率が上がり、資質の

高い学生を確保している。 

   ロ 受験生の操縦適性を総合的に

判断し、より資質の高い学生を

確保するため、総合適性試験を

第１次試験に導入した。また、

入学試験の成績と入学後の成績

については有意な相関は見られ

なかったが、引き続き、試験制

度の見直し等により、資質の高

い学生の確保に向けての努力が

継続的に行われている。 

 

 人口減の中で、各種の学生の確

保策を講じて多くの受験生を確保

している。 

 ⑤ 年間の学生養成数72名 

 

 ⑤ 年間の学生養成数72名 
３ 

 年間の学生養成数については、計画

どおり72名を確保している。 

 

⑥ 国土交通省の操縦職員の技

量保持訓練、資格取得訓練に

対する適切な対応 

⑥  国土交通省の操縦職員の

技量保持訓練、資格取得訓練

に対して適切に対応する。 

３ 

 

  国土交通省の操縦職員(試験官)11

名の定期技量保持訓練を実施し、適切

な対応が図られている。 

 

（２）航空安全に係る教育の充実 

  ① 学生に対する安全教育 

    ・航空安全についての教育

飛行訓練開始前20時間、飛

行訓練開始後20時間 

 

  ① 航空安全に係る教育に

ついては、その内容の更新

を行いつつ更なる充実を

図る。 

 

３ 

 

・宮崎学科課程で航空生理の教育を20

時間実施している。また、飛行方式の

安全内容を見直し、最新の情報、知識、

技術等を教育に反映させている。 

・仙台フライト課程では、飛行訓練開始

前後に航空生理10時間、航空安全10

時間の教育を実施し、学生等の安全意

識の一層の向上が図られている。 
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項      目 
中期計画 平成１７年度計画 

評 定

結 果
評 定 理 由 意    見 

  

 ②・学識経験者、航空事故調

査官等外部講師による教

官への安全教育を毎年１

回実施・教官相互の意見

交換を毎月１回実施 

 

  ②・外部講師による教官への

安全教育を、各校におい

て年１回実施 

   ・教官相互の意見交換は定

例日を定めて月１回実

施 

 

３ 

 

 

 

 

  外部講師による教官等への安全教育

については、各校において各種のセミ

ナー（ＣＲＭ研修、航空事故調査と最

近の事故例、求められる乗員像）を計

画どおり実施している。 

また、教官相互の意見交換会を毎月

１回実施し、教官等の安全意識の向上

及び安全教育の必要性の再確認が図ら

れている。 

 

   ③・整備従事者に対して定期

的にヒューマンファクター教

育を実施 

 

     ・ヒヤリハット等の事例の掲
示等を行い、人為的エラ

ーを排除することにより

訓練機材の品質向上し、

年間飛行阻害率を3％以

下とする。 

 

  ③・整備従事者に対するヒュ

ーマンファクター教育を年

１回実施 

 

    ・航空大学校の校内ホームペ

ージにヒヤリハット掲示ペ

ージを継続し、人為的エラ

ーの排除を図り年間飛行

阻害率を3％以下に努め

る。 

 

３ 

・整備請負会社の整備従事者において

は、自社内の品質保証部認定社員に

よるヒューマンファクター教育や安全教

育などを受講させ、安全運航の確保

を再認識させている。 

・航空大学校の整備職員にあっては、

日本航空技術協会主催のヒューマンフ

ァクターセミナー等へ積極的に参加さ

せ、安全教育への更なる意識向上が

図られている。 

・校内Lanホームページにヒヤリハット掲示

を継続掲載し、職員の安全意識の高

揚に努め、年間飛行阻害率を宮崎本

校1.6％、帯広分校0.7％、仙台分校

1.1％と目標値を大きく達成してい

る。 

・また、H15年に発生した宮崎事故を

踏まえ、7月11日を含む１週間を安

全週間と定め、更なる安全意識の向

上及び事故の再発防止に向けて精力

的に取り組んでいる。 
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項      目 
中期計画 平成１７年度計画 

評 定

結 果
評 定 理 由 意    見 

（３）他機関との有機的連携 

関係機関と綿密な連携を図

り、運航管理業務・運航支援

業務の質を向上 

 

【平成16年度までに中期目標を

達成済】 

 

－ 

 

― 
 

－ 

（４）成果の活用・普及 

   ① 教育の質の向上・効率化

を図るための調査・研究 
 

   イ 小型航空機の運航に関

する基礎的研究 
 

    ロ 座学及びフライト課程

における標準的な教育内

容・手法及びその評価法

に関する調査・研究 
 

    ハ 国内の指定養成施設及

び海外の主要乗員養成機

関等を対象に民間操縦士

養成に関する実態調査・

研究 
 

   ニ 乗員養成の基礎訓練課

程における国際民間航空

機関(ICAO)等の国際基

準の調査・研究 

（３）成果の活用・普及 

  ① 教育の質の向上・効率化

を図るための調査・研究 
 

   イ 小型航空機の運航に

関する基礎的な研究を

継続実施 

    ロ 座学及びフライト課

程における標準的な教

育内容・手法及びその評

価法に関する調査・研究

による検討を進め、引き

続き教材の整備を図る。

    ハ 国内の指定養成施設

に４名及び海外の乗員

養成機関等に２名以上

の職員を派遣し、民間操

縦士養成に係わる実地

調査を実施 

   二 国際基準(ICA0,JAR)

についての基礎データ

や日本の航空局の基準、

民間の指定養成施設に

おける教育訓練の現状

などをもとに、次期中期

計画における教育体制

再編に向け、改革案の作

成を推進 

 

３ 
 

  ① 教育の質の向上・効率化を図る

ための調査・研究 
 

  イ 16年度から実施の「DGPS

による小型機位置精密測定シス

テム」の研究を進めるとともに新

たな研究として、「釣合い旋回

におけるラダー操作量の研究」及

び「航空機騒音に関する基礎研

究」を実施。 

  ロ 座学及びフライト課程におけ

る標準的教育手法に関する調査

・研究として「航空英語の教育

手法の研究」及び「不時着訓練

手法の研究」を実施。 

  ハ 国内及び海外の乗員養成機関

に計６名の職員を派遣し、操縦

士養成教育の実態並びに教育内

容、手法等を調査。 

ニ 国際基準や航空局の基準等を

参考に、第二期中期計画におけ

る教育体制の再編成を策定。 

 

 教育の質の向上及び効率化に向け、

以上のように、先進的な調査・研究が

実施されている。 
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項      目 
中期計画 平成１７年度計画 

評 定

結 果
評 定 理 由 意    見 

 

 ② 航空思想の普及・啓発 

  ・空の日      年１回 

  ・航空教室  年４回程度 

  ・市民航空講座 年２回程度 

 

 ② 航空思想の普及・啓発 

   ・空の日       年１回 

  ・航空教室   年４回程度

  ・市民航空講座 年２回程度

 

３ 

 

航空思想の普及・啓発の取り組みと

して、各校において、「空の日」1回、

「航空教室」4回、「市民航空講座」2

回を実施している。 

 

３．予算、収支計画及び資金計画 

  ・予 算 

  ・収支計画 

  ・資金計画 

３．予算、収支計画及び資金計画 

  ・予 算 

  ・収支計画 

 ・資金計画 

 

３ 

 

 予算の範囲内で適正に業務が行われ

ており、また、収入についても計画額

を達成している。 

 

４．短期借入金の限度額 

  ・限度額 500百万円 

   （一般勘定480百万円、空

港整備勘定 20百万円） 

４．短期借入金の限度額 

  ・限度額 500百万円 

   （一般勘定480百万円、空

港整備勘定 20百万円）

 

 

 ― 

 

 

 該当なし 

 

５，重要財産の処分計画   

― 

 

 該当なし 

 

６．剰余金の使途 

 ① 空港整備事業に係る剰余金

の使途 

  ・運航管理業務の充実を図る

ための業務支援機器の購入 

② 空港整備事業以外の事業に

係る剰余金の使途 

  ・入学希望者数の増加策に要

する費用 

  ・養成の向上に資する調査・

研究の実施 

  ・効果的な養成を行うための

教育機材の購入 

  

 

― 

 

 

 該当なし 
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項      目 

中期計画 平成１７年度計画 

評 定

結 果
評 定 理 由 意    見 

７．その他主務省令で定める業務運営

に関する事項 

（１）施設・設備に関する計画 

     大学校の目的の確実な達成

のため、必要となる施設及び

設備に関する整備計画を策定

すること。 

 

 

（１）施設・設備に関する計画 

・宮崎本校：格納庫固定泡消火設

備等改修工事 

  （内容）・格納庫固定泡消火設備改修工事 

            ・本館、別館床改修工事 
           ・本館、別館等ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事 
 ・仙台分校：体育館床改修工事 

 

 

３ 

 

 

 年度計画どおりの営繕工事が実施さ

れ、適切な教育環境が保持されている。

 

・宮崎本校：格納庫固定泡消火設備等改

修工事 

・仙台分校：体育館床改修工事 

 

（２）人事に関する計画 

  ① 方針 

     一部外部講師等の活用 

（定年退職教官の後補充） 

 

 

 

 

① 方針 

    定年退職する教官(１名)

については、後補充を基本

とするが、教育の質の維持

を前提とし、一部外部講師

等の活用を図る。 

 

３ 

 

定年退職の教官の後補充については

新規採用を行ったが、この者の任用訓

練時における学生訓練にあたっては訓

練定員を設けず、首席教官、次席教官、

非常勤講師を活用し人件費と人員増を

抑制している。 

 

  ② 人事に関する指標 

イ 訓練定員を設けること

なく対応を行う等、人員

増を抑制 

（業務の効率化） 

ロ期末の常勤職員数 

  期初の99％（△１名） 

② 人事に関する指標 

イ １名の実科教官の定年

退職後は、首席・次席教官

及び外部講師の活用など、

業務の効率化により訓練

定員を設けることなく対

応を行う等、人員増を抑制

ロ 年度中に1,203百万円

程度の人件費を支出する。

 

３ 

・人件費の支出については、費用の

抑制と業務の効率化が図られた結

果、年度計画額の1,203百万円を

下回る1,051百万円となり、152

百万円の節約を行われている。 

 

 

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 

５点：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。 

４点：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。 

３点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 

２点：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 

１点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。 

・５点をつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 

・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 



 

- 11 - 

平成１７年度業務実績評価調書：独立行政法人航空大学校 

 

総 合 的 な 評 定 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 

極めて順調 順 調 概ね順調 要努力 評 定 理 由 

 ○   
 各項目の合計点数＝ ６４ 

 項目数（２０）× 3 ＝ ６０ 

 下記公式＝ １０７％ 
＜記入要領＞ 

・個別項目の認定結果をもとに、以下の判断基準により、それぞれの欄に○を記入する。 

  ○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が120％以上である場合には、「極めて順調」とする。 

  ○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が 100％以上 120％未満である場合には、「順調」とす

る。 

  ○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が80％以上100％未満である場合には、「概ね順調」と

する。 

  ○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が80％未満である場合には、「要努力」とする。 

・但し、評価の境界値に近接している場合であって、法人の主要な業務の実績に鑑み、上位又は下位のランクに評

価を変更すべき特段の事情がある場合には、理由を明記した上で変更することができる。 

 

総 合 評 価 
 

（法人の業務の実績） 

   航空大学校の事業は、安定的な航空輸送の確保を図ることを目的として、高質のパイロットを
安定的に供給するものであり、その目的達成に向けて的確に業務が実施されている。 

また、業務の見直し等についても積極的に第一期中期目標期間の教育実績等を踏まえ、第二期

中期目標期間における教育・訓練を更に効率的かつ効果的に推進するための検討が行われ、第二

期中期目標期間における教育シラバス案及び教育体制の再編案を策定するなど、前進的な検討が

進められており評価できる。 

 

（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

資質の高い学生の確保に向けた取り組みにおいて、入学試験の成績と入学後の成績について検

証を行ったが有意な相関は見られなかったとのことであるが、この取り組みについては、今後も

入学試験制度の継続的な見直しと検証にあわせて継続した取り組みが必要と思われる。 

 

（その他推奨事例等） 

 過去の訓練機事故を踏まえて、7月11日を「航大安全記念の日」として設定し、その一週間

を安全週間と定めて校内全体で総点検に取り組み、安全意識の向上と危機管理意識の徹底を図

っている。また、総合安全推進会議を設置し、航空安全への取り組み等について指導するとと

もに、３校の安全確保等の連携強化を図られている。 

これらの取り組みの結果、重大インシデントにつながると思われるような不具合案件への対

応及び指示が的確に行われており評価できる。 

 


